
部会 構成 校区 備考
令和６年度
開催回数の目安

開始時刻

森下　幹也 東黒部
浅井　重久 西黒部
横井　富夫 機殿
野呂　昌美 朝見
西村　洋 揥水
岡田　賢一 漕代
中西　知子 東部中
伊達　隆 東黒部
楠堂　晶久 西黒部
菊森　実成 機殿
田代　浩士 朝見
尾崎　佳広 揥水
橋本　恵美子 漕代
清水　尚美 事務局

地主　博一 事務局

倉田　悦子 事務局
長谷川　友子 東黒部
小川　祐治 西黒部
中川　直樹 機殿
野林　恵利子 朝見
佐藤　順晋 揥水
和田　文剛 漕代
神部　智広 東黒部
丹羽　菜穂美 西黒部
中川　和洋 機殿
山路　紀子 朝見
松本　なつき 揥水
松本　祐輔 漕代
学校長／教頭 東部中
学校長／教頭 東黒部
学校長／教頭 西黒部
学校長／教頭 機殿
学校長／教頭 朝見
学校長／教頭 揥水
学校長／教頭 漕代
北畠　和幸 事務局

随時

随時

夜間

名前

※統合校Ａ・
統合校Ｂに分
かれて協議を
行う場合もあ
る。

協議内容ごとに、既存の組織（校長会、
教頭会、研修担当者会等）で協議を行
い、その内容を学校長から学校活性化協
議会に報告する。

既存の組織（共同学校事務室）で協議を
行い、その内容を学校長から活性化協議
会に報告する。

住民自治協議会
住民自治協議会
住民自治協議会
住民自治協議会
住民自治協議会
住民自治協議会

所属等

学校長

・必要に応じて、各部会の調整を行う「全体調整部会」（仮称）を設置する。
・事務局は、学校活性化推進室が担当する。なお、協議内容に応じて、関係各課も同席する。

※統合校Ａ・
統合校Ｂに分
かれて協議を
行う場合もあ
る。

※協議内容に
よって、関係
職員（養護教
諭、栄養教諭
等）も出席す
る。

※統合校Ａ・
統合校Ｂに分
かれて協議を
行う場合もあ
る。

※学校管理職
については、
協議内容に応
じて、学校長
または教頭が
出席する。

総務部会
（会場：　　）

地域住民
学校長

学校づくり部会
（会場：適宜）

学校職員

学校事務部会
（会場：東部中）

学校職員

地域・PTA部会
（会場：　　）

学校運営協議会
保護者
学校管理職

４回

適宜

適宜

４回

日中

学校活性化推進室

学校活性化推進室

学校長
学校長
学校長
学校長
学校長

保護者
保護者
保護者

教育総務課
学校運営協議会
学校運営協議会
学校運営協議会
学校運営協議会

学校活性化推進室

令和６年度東部中学校区学校活性化協議会
準備部会 名簿（案）

学校管理職
学校管理職
学校管理職
学校管理職
学校管理職

保護者
保護者
保護者

学校管理職
学校管理職

学校運営協議会

学校長

学校運営協議会
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